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半導体人材育成サポート事業補助金 募集要領 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  

企業振興課先端技術産業推進室  

 

１ 目的 

県内半導体関連産業における人材の育成確保を図るため、大学等がそのカリキュラム

の一環として実施する半導体人材育成に係る取組等を支援します。 

 

２ 事業内容等 

⑴ 補助対象者 

学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定する学校のうち大学及び高等専

門学校（以下「大学等」という。）であって、宮崎県内に所在する者。 

⑵ 補助対象事業及び補助率等  

 

⑶ 予算額 

１，５００千円 

⑷ 事業期間 

交付決定日から令和９年３月 31日まで 

⑸ 申込資格 

① 県税（個人県民税及び地方消費税を除く。）に未納がないこと。 

② 地方税法（昭和25年法律第226号）第321条の４及び各市町村の条例の規定により、

個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等（宮崎県内に

居住している者に限る。）の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特

別徴収を開始することを誓約した者。 

③ 事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）若しく

は同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと又は暴

力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。 

④ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項又は第２項の規定に

該当する者でないこと。 

⑤ 宮崎県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。 

⑥ 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
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る者でないこと（同法第33条第１項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除

く。）又は会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがな

されている者でないこと（同法第41条第１項に規定する更生手続開始の決定を受け

た者を除く。）。 

 

３ 手続きの流れ 

⑴ 補助金交付申請【申請者→県】 

申請に必要な書類を県に提出してください（必要書類の詳細は、「４ 補助金等交

付申請書等の提出」を参照）。 

⑵ 審査、採択（交付）・不採択の決定通知【県→申請者】 

県において、提出書類を審査し、採択（交付）又は不採択を決定し、通知します。 

⑶ 補助事業の実施【申請者】  

採択（交付）決定の日から、事業の実施が可能となります。また、令和９年３月 31

日までに補助事業を全て完了させる必要があります。 

⑷ 実績報告【申請者→県】 

補助事業完了後 30日以内又は交付決定のあった翌年度の４月 20 日のいずれか早い

期日までに事業実績書（様式第１号）等を提出してください。 

⑸ 補助金額の確定の通知【県→申請者】 

県において、事業実績書等の確認を行い、事業完了と認めた場合、補助金の金額を

確定して通知します。 

⑹ 補助金の交付【県→申請者】 

請求書に記載された口座に補助金を振り込みます。なお、概算払を請求する場合に

は（２）の交付決定通知の後に請求書を受領の後、交付します。 

 

４ 補助金等交付申請書等の提出 

⑴ 提出書類 

次の書類を１部提出すること。 

① 補助金等交付申請書 

② 事業計画書（様式第１号） 

③ 収支予算書（様式第２号） 

④ 納税証明書 

県税に未納がないことの証明(個人県民税及び地方消費税を除く。) 

交付申請日から３か月以内のもの。写しでも可。 

※ 事業所所在地の県税・総務事務所で取得してください。 

⑤ 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書（様式第３号） 

⑥ 誓約書（様式第４号） 

⑵ 提出方法等 

① 提出方法 メール又は郵送によること。 

② 提出先 〒880-8501 宮崎市橘通東２丁目１０番１号 

宮崎県商工観光労働部 企業振興課 先端技術産業推進室 

Ｅ－mail：sentangijutsu@pref.miyazaki.lg.jp 

⑶ 申請受付 
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随時。ただし、予算の上限に到達したときは、受付を終了します。 

 

５ 審査、採択（交付）・不採択の決定 

⑴ 審査の方法 

審査に当たっては、申請書等の内容をもとに、次の基準に照らして確認を行い、採

択（交付）・不採択を決定します。 

① 事業の目的は、補助対象として適しているか 

② 事業の計画は、実現可能なものとなっているか 

③ 収支予算書の内容及び費用の積算は適切か 

⑵ 採択（交付）決定に関する注意事項 

補助金の交付決定額は、補助の限度額を示すものであり、補助金の支払額を確約す

るものではありません（交付決定額＝支払決定額ではありません。）。補助金の交付

額は、事業完了後の実績報告に基づいて計算し、補助金の交付決定額を上限として確

定します。 

⑶ 補助金額の確定について 

概算払を行った場合において、事業の実績額が既概算払額を下回る場合は、県が指定

する期限までにその差額を返還してください。 

 

６ 申請に当たっての留意点等 

⑴ 提出書類に不明な点がある場合は、申請者に質疑や追加資料の提出を求めることが

あります。 

⑵ 提出された書類は返却しません。 

⑶ 提出書類の作成及び提出など申込みに係る費用は、全て申込者の負担とします。 

 

７ 補助事業の実施に当たっての注意事項 

帳簿及び証拠書類（原本）は、補助事業の完了年度の終了後５年間、県の求めに応じて、

いつでも閲覧できるように保存しておかなければなりません。 

 

８ 実績報告等 

補助事業の完了した日から起算して 30日を経過する日又は交付決定のあった翌年度の

４月 20日のいずれか早い日までに事業実績書（様式第１号）、収支決算書（様式第２

号）及び事業の実施を証明する書類（支出書類、講座の写真等）を提出してください。  

 

９ 問い合わせ 

宮崎県 商工観光労働部 企業振興課 先端技術産業推進室 川野(和) 

〒880-8501 宮崎市橘通東２丁目１０番１号 

電 話：０９８５－２６－７１０１ 

Ｆ Ａ Ｘ：０９８５－２６－７３２２ 

Ｅ－mail：sentangijutsu@pref.miyazaki.lg.jp  

 


